
１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ △ 訂正・変更 有

2 社外取締役 ○ ○ 訂正・変更 有

3 社外取締役 ○ ○ 新任 有

4 社外監査役 ○ ○ 有

5 社外監査役 ○ △ 訂正・変更 有

6 社外監査役 ○ ○ 訂正・変更 有

7 社外監査役 ○ ○ 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

4

稲葉喜子

該当事項はありません。 小泉愼一氏は、大規模かつグローバルな企業における豊富な経営経験及び幅広い知見
を有しており、2017年６月の当社監査役就任後、これらの経験・知見に基づいた、議
案審議等に必要な発言を適宜行っており、また、将来の当社グループのあり方も見据
えた大局的な見地から経営全般の監視と有益な助言を行ったほか、コーポレート・ガ
バナンス及び内部統制、並びにコンプライアンス・リスク管理体制の改善・強化につ
いても有益な助言を行い、常勤監査役として、他の監査役及び社外取締役との情報・
意見交換も積極的に実施しております。さらに、監査役監査を主導し、自らの経営経
験や知見に基づき業務執行の適法性を確保するための監査に努め、取締役会に上程さ
れる事項等について、専門的視点及び独立客観的な視点から取締役による職務執行の
監査を行う等、企業経営の健全性、適法性の確保に貢献しております。当社の健全な
経営や適法性の確保・さらなる強化のためには、同氏の経営経験、幅広い知見からの
助言が必須であることを考慮して、社外監査役としての職務を適切に遂行することが
できるものと判断いたしました。

同氏は上記aからlのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反を生じるおそれのない
ものと判断し、独立役員に指定しております。

なお、同氏は、株式会社大林組の社外取締役であり、2018年度において、同社と当社
グループとの間に当社子会社のオフィス工事に係る取引関係がありました。当社とい
たしましては、同氏は同社の社外取締役であり、同社の業務執行取締役に就任したこ
とはなく、同社と当社グループの間の年間取引総額が、当社グループの連結売上高の
１％未満かつ同社の連結売上高の１％未満であり、当社の定める独立性判断基準を満
たしていることから、社外監査役としての独立性は十分に保たれていると考えており
ます。また、当社において同社との人事上の関係は一切なく、当社の経営及び財務戦
略の方針決定等において、当社が同社から何らかの影響を受けるような関係にはあり
ません。

第25回定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため

社外取締役／
社外監査役

独立役員氏名

阿佐美弘恭

井村公彦

番号

阿佐美弘恭氏は、通信事業を中心とした様々なサービスの提供を展開する上場企業の
役員やそのグループ企業の経営経験から、幅広いサービス、経営企画等に関する豊富
な事業経験を有しているほか、組織・人材育成経験並びに社会課題領域及びエンター
テインメント領域における幅広い知見を有しております。2020年６月の当社取締役就
任後も、その経験・知見に基づき、当社の構造的な強みの整理・蓄積を重視する観点
からのバランスの取れた柔軟かつ有益な助言を行い、当社グループの経営に対する監
督のために重要な役割を果たしていることを考慮して、社外取締役としての職務を適
切に遂行できるものと判断いたしました。

同氏は、一般株主と利益相反を生じるおそれのないものと判断し、独立役員に指定し
ております。

宮城治男氏は、多数の起業家の創業支援を通じた幅広い事業経験、NPO法人の運営・
経営経験、組織運営に対する国際的な視点を有しているほか、社会貢献活動も積極的
に行っており、これらの分野についての豊富な経験・知見を有しております。2021年
６月の当社取締役就任後もその経験・知見に基づき、当社グループが永久ベンチャー
として長期的な企業価値を向上させるという観点からの助言を行う等、当社グループ
の経営に対する監督のために重要な役割を果たしていることを考慮して、社外取締役
としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。

同氏は上記aからlのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反を生じるおそれのない
ものと判断し、独立役員に指定しております。

なお、同氏は、株式会社メディアドゥの社外取締役であり、2023年3月期において、
同社と当社グループとの間に、2021年12月14日付で当社の連結子会社であった株式
会社エブリスタの当社が保有していた全株式を株式会社メディアドゥに譲渡したこと
に伴う、サービス運営の引き継ぎ業務に係る取引関係がありました。当社といたしま
しては、同氏は同社の社外取締役であり、同社の業務執行取締役に就任したことはな
く、同社と当社グループの間の年間取引総額が、当社グループの連結売上高の１％未
満かつ同社の連結売上高の１％未満であり、当社の定める独立性判断基準を満たして
いることから、社外取締役としての独立性は十分に保たれていると考えております。
また、当社において同社との人事上の関係は一切なく、当社の経営及び財務戦略の方
針決定等において、当社が同社から何らかの影響を受けるような関係にはありませ
ん。

久能祐子氏は、医療・医薬品分野を筆頭に複数の企業・事業を成功させた実績を有し
ております。社会起業家としての活動も積極的に行っており、当社の企業価値の向上
にも資するグローバルな経営経験を有するほか、新規事業立ち上げや人材育成等に関
連する、豊富な経験・知見を有しております。当社グループの企業価値の向上及び中
長期的な成長のためには、同氏の幅広い経験及び資質が必要不可欠であると判断し、
また、同氏には、上記のような経験・知見に基づいた有益な助言が期待されるため、
社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。

同氏は、上記aからlのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反を生じるおそれのな
いものと判断し、独立役員に指定しております。

独立役員届出書

異動内容
本人の
同意

異動（予定）日

役員の属性（※２・３）

会社名

提出日 2023/5/24

独立役員届出書の
提出理由

番号

2023/6/25

コード株式会社ディー・エヌ・エー 2432

宮城治男

久能祐子

小泉愼一

佐藤敦子

該当状況についての説明（※４）

阿佐美弘恭氏は、2016年６月から2019年６月まで株式会社NTTドコモの
代表取締役を務めており、同社と当社グループ（当社を含む。）の間に
は、モバイル端末における決済サービスの導入、当社子会社における資
本業務提携、スポンサー等の取引があります。当社といたしましては、
同社と当社グループの間の年間取引総額が、当社グループの連結売上高
の１％未満かつ同社の連結売上高の１％未満であり、当社の定める独立
性判断基準を満たしていることから、社外取締役としての独立性は十分
に保たれていると考えております。また、一部の当社子会社に同社から
取締役が就任しておりますが、当該子会社における事業の監督を目的と
したものです。
当社においては同社との人事上の関係は一切なく、当社の経営及び財務
戦略の方針決定等において、当社が同社から何らかの影響を受けるよう
な関係にはありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

選任の理由（※５）

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）
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４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

a．上場会社又はその子会社の業務執行者
b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i．上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
j．上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
k．社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
l．上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

該当事項はありません。 井村公彦氏は、グローバルネットワークを活用した大手総合商社における代表取締役
としての幅広い経営の経験及び知見を有しております。また、コーポレートリスク関
連部門の長として、国際的な商取引や全社における事業投資の計画の策定、アセスメ
ント及びリスク管理、並びに事業会社の管理等の業務経験を有しており、財務・会計
及びリスク管理に関する豊富な知見を有しております。さらに、大手ケーブルテレビ
局の統括運営を行う企業における代表取締役としての事業経験、経営経験及び事業、
経営についての知見を有しており、これらの経験・知見に基づき、当社グループのリ
スクマネジメントに対する実務的視点からの監査や、当社グループの経営に対する経
営者視点からの有効なモニタリング、有益な助言が期待されるため、社外監査役とし
ての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。

同氏は上記aからlのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反を生じるおそれのない
ものと判断し、独立役員に指定しております。

なお、同氏は、2017年７月から2022年６月までJCOM株式会社の代表取締役を務めて
おり、同社と当社グループとの間に、番組制作及び広告関連業務等の委託等の取引が
あります。当社といたしましては、同氏は2022年６月29日付で同社の代表取締役会
長を退任しており、また、同社と当社グループの間の年間取引総額が、当社グループ
の連結売上高の１％未満かつ同社の連結売上高の１％未満であり、当社の定める独立
性判断基準を満たしていることから、社外監査役としての独立性は十分に保たれてい
ると考えております。加えて、当社において同社との人事上の関係は一切なく、当社
の経営及び財務戦略の方針決定等において、当社が同社から何らかの影響を受けるよ
うな関係にはありません。

稲葉喜子氏は、長年金融機関等の監査業務等に従事しているほか、事業会社向けの財
務・会計アドバイザリーサービス等に従事し、財務及び会計に関する十分な知見を有
しております。また、M&A・事業再生コンサルティング業務の経験や企業経営経験を
含めた専門的な知識及び経験に基づく、財務・会計及び経営に対する監視と客観的・
多角的な視点からの有効な助言が期待できます。2019年６月の当社監査役就任後も、
取締役会における情報提供の在り方についての提言や、自身の経験・知見等に基づい
た職務執行の監査を行う等、企業経営の健全性、適法性の確保に貢献しております。
これらの経験・知見に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判
断いたしました。

同氏は、一般株主と利益相反を生じるおそれのないものと判断し、独立役員に指定し
ております。

なお、同氏は、株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ（旧株式会社東京TY
フィナンシャルグループ）の社外監査役であり、同社の子会社である株式会社きらぼ
し銀行（旧株式会社八千代銀行）と当社グループとの間に定常的な銀行取引がありま
す。当社といたしましては、同社と当社グループの間の年間取引総額が、当社グルー
プの連結売上高の１％未満かつ同社の連結売上高の１％未満であり、当社の定める独
立性判断基準を満たしていることから、社外監査役としての独立性は十分に保たれて
いると考えております。加えて、当社において同社との人事上の関係は一切なく、当
社の経営及び財務戦略の方針決定等において、当社が同社から何らかの影響を受ける
ような関係にはありません。

佐藤敦子氏は、ビジネスのグローバル展開におけるマネジメントの研究及び財務基盤
強化の手法等の研究に従事し深い学識を有しております。また、投資銀行部門やプラ
イベート・エクイティ・ファンドでの勤務において培った専門的な知識及び経験か
ら、その専門的視点及び独立客観的視点からの業務執行監査及び会計監査の実施が期
待できます。2019年６月の当社監査役就任後も、取締役会における議案審議の在り方
についての助言や、自身の経験・知見等に基づいた職務執行の監査を行う等、企業経
営の健全性、適法性の確保に貢献しております。これらの経験・知見に基づき、社外
監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。

同氏は上記aからlのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反を生じるおそれのない
ものと判断し、独立役員に指定しております。

なお、同氏は、株式会社ゆうちょ銀行の社外取締役であり、同社と当社グループとの
間に定常的な銀行取引があります。当社といたしましては、同社と当社グループの間
の年間取引総額が、当社グループの連結売上高の１％未満かつ同社の連結売上高の
１％未満であり、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外監査役
としての独立性は十分に保たれていると考えております。加えて、当社において同社
との人事上の関係は一切なく、当社の経営及び財務戦略の方針決定等において、当社
が同社から何らかの影響を受けるような関係にはありません。

当社は、社外役員の独立性については、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が定める以下の基準に基づき判断しております。

（１）本人が、現在または過去３年間において、次に掲げる条件に該当する取引先等の業務執行者ではないこと
　　・事業年度における年間取引総額が、当社グループまたは当該取引先（グループ）の年間連結売上高の１％以上である取引先
（２）本人または近親者が、現在または過去３年間において、当社グループから役員報酬以外に、
　　　弁護士、公認会計士、コンサルタント等専門的なサービスを提供する者として年間500万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと
（３）本人が所属する事務所等が、現在または過去３年間において、当社グループから本人への役員報酬以外に、
　　　弁護士、公認会計士、コンサルタント等専門的なサービスを提供する者として
　　　当社グループから年間1,200万円以上または当該事務所等の年間連結売上高の１%以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと
（４）本人が、現在または過去10年間において、次に掲げる条件に該当しないこと
　　・当社の会計監査人の代表社員または社員
　　・当社が顧問契約を結んでいる（いた）法律事務所、監査法人、税理士法人等に所属
　　・当社の主要な借入先に勤務
　　・当社の発行済総株式の10%以上を保有する大株主、または大株主である企業もしくはその親子会社・兄弟会社等に勤務

稲葉喜子氏は、1993年10月から2005年9月（1999年7月から2001年7月
までの期間は除く）まで、当社の会計監査人である新日本監査法人
（現、EY新日本有限責任監査法人）に所属しておりました。しかしなが
ら、2005年9月に同監査法人を退職し、以降は当社グループから報酬を
得ている法人等に所属しておりません。

該当事項はありません。
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